
 

2020 年４月号外① 日本共産党埼玉南部地区委員会の見解をお知らせします。 
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２１かわぐち 

コロナからいのち、くらし、しごとを守ろう 

●中小業者・自営業者の暮らしと仕事を守る対策 
①、資金繰り対策／融資 

【日本政策金融公庫】「新型コロナウイルス感染症特別貸付」 
  無担保・無保証人・実質無利子(※)５年間返済不要。※利率 当初 3 年

間 0.46%ですが、あとでキャッシュバックされます。４年目以降は 1.36%

になります。今年 1 月～４月のいずれかが前年または前々年同月と比べ

５％以上減少していること。２年分の申告書と内訳書が必要です。創業し

て３ヵ月以上なら申し込めます。 

【埼玉県】セーフティネット保証４号、５号関連 
県の制度融資を活用し、民間金融機関にも実質無利子、 

保証料ゼロ・減免の融資を拡大。さらに信用保証付き既 

往債務も実質無利子融資に借換可能(補正予算成立後) 

 

                ※裏面に続きます。 

 

「くらしが大変」「景気の底が抜ける」「生きていけるか心配」などの悲鳴

が上がっています。力を合わせていのち、くらし、しごとを守りましょう。 

国の給付金や補償、融資などをご紹介します。 
 

●特別定額給付金 一人 10 万円支給＝総務省 

  日本在住者に一人一律 10 万円を給付します。補正予算成立後から 
手続きが開始されます(５月の連休後)。各家庭に市役所から申請書 
が届きます。 
その用紙に振込口座を記入し郵送で申請します。４月 27 日時点で 
住民登録があることが条件。※けっして市役所などからメールや電 
話で口座番号などの問い合わせはありません。 

 


